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全労連・全国一般労働組合東京地方本部殿

第23回定期大会の開催おめでとうございます。
　加盟各労組・分会の皆様、そして、大会参加の代議員の皆様ご苦労様です。国土交通労働組合東京気象支部から連帯のメッセージを送ります。
　現在、国家公務員に対して第14次にわたる定員削減計画が実施されており、気象庁でも人員がピーク時から1600人も減らされてきました。しかし、業務は削減に見合って減っておらず、逆に業務の高度化により職員の負担が増えている状況です。これにより残業が増えメンタル疾患による休職者が増加し、更に職員に対する業務量が増えてしまっています。
　気象庁は防災官庁であり自然災害の軽減、国民生活の向上、交通安全の確保、産業の発展などを実現することを任務としていることから、職員はこのような状況でも一生懸命業務に専念していますが、頑張りすぎて体を壊す職員が出ないか懸念しています。
　国家公務員は人事院勧告により給与が決定されます。これは民間企業（50人規模）との比較で決まります。しかし、国家公務員には最低賃金制度が適用されないため、地域によっては高卒で入所した場合に給与が最賃を下回ることがありましたが、今年の人事院勧告では初任給のアップが見込まれ、勧告が秋の国会で通ればそれも解消されることになりそうです。こうした中で、全国を見れば最低賃金の水準としては、現在の物価高を見れば8時間働けばちゃんと生活できるところまでまだ来ていません。地域の格差無く全国一律時給1500円は必要です。
　私たち国家公務員は人事院勧告により民間企業の賃金アップがなければ給与が上がりませんが、幾つかの民間企業では賃金を決めるのに公務員の給与を基準としていると聞きますので、今後も官民一緒になって賃金闘争にとりくんでいきましょう。
[bookmark: _GoBack]　最後に、国土交通労働組合では「国土交通行政を担う組織・体制と職員の確保を求める署名」運動を展開し、人員と予算の確保を訴えるため毎年5月に国会へ請願しています。今後、労組・分会に依頼がありましたらご協力のほどよろしくお願いします。
　貴地本におかれましても労働者・国民の生活向上と平和と民主主義を守る運動に一丸となってご奮闘されることともいます。労働組合への風当たりはまだまだ強いですが、組合員の生活を守るため問題解決、要求前進に向け共に頑張りましょう。
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